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市：「交付額決定通知書」送付

市：「耐震補強計画確認結果通知書」送付

市：「交付額確定通知書」送付

市：補助金振込

耐震補強工事（補強計画一体型） 

補助申請手続きの流れ 

・補助対象となるかの確認

・Ｓ56.5月以前の木造住宅
 ・耐震評点が 1.0未満である。※  

    ・補強後の評点が 1.0以上かつ
現状から 0.3以上の向上。

※契約は決定通知書が送付されてから行ってください。

    ※補強計画を策定後、工事を断念する場合、「事業の切替え（耐震補強計画）」又は

「事業の取下げ」が必要となります。

   ※補強工事は、耐震補強計画確認結果通知書が送付されてから着手してください。 

※補強計画確認時から変更が発生する場合は、「変更承認申請書」の提出が必要です。

注意事項

※年度内に工事の完成（２月末を目途に完了報告書の提出）が条件となります。

※耐震補強計画の策定と耐震補強工事の実施を一体的に行う事業に対しての補助金です。

 補強計画を策定後、補強工事を断念する場合、補助金は交付されません。

※事業の切替えを行った場合は、その後、補強工事の補助は受けられません。

※補助を受けずに補強計画の策定を行った場合は、補強工事からの申請が可能です。

①：事前相談 

②：「交付申請書」提出 

③：「補強計画」策定 

④：「耐震補強計画確認申請書」提出

⑤：「補強工事」実施 事業の切替え（耐震補強計画）P.10へ

⑥：「完了報告書」提出

※耐震診断を受けたことがない場合

は、わが家の専門家診断（無料）を受

けることができます。

※補助金額が変更となる

場合は変更承認申請が必

要です。


